
 

令和元年度 

八代市議会総務委員会 視察報告書 

 

 

 

■視察日程 

  令和２年２月４日（火）～２月６日（木） 

 

 

■視察先 

  ２月４日     東京都国分寺市 

 

  ２月５日     千葉県船橋市 

 

  ２月５日     千葉県習志野市 

 

■視察参加者 

【委員会】委 員 長  橋本 幸一 

副委員長  金子 昌平 

委  員  太田 広則 

委  員  中村 和美 

委  員  成松 由紀夫 

委  員  堀  徹男 

 

【随 行】総務企画部長  松村  浩 

議会事務局   上野 洋平 
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■視察先及び目的 

 １ 東京都 国分寺市 

  『防災まちづくりの取り組みについて』 

   本市は平成２８年に熊本地震を経験し、災害時における自助・共助・公助の連携の

大切さを、身をもって体験し、日頃から災害に備える準備が重要であることを再認

識したところである。このような中で、地域の防災力の向上のため、地域における

中心的役割を担うリーダーの育成及び防災まちづくりに関する市民学習の場とし

て、他市に先駆けて昭和５３年から「市民防災まちづくり学校」を実施している国

分寺市を視察することにより、今後の委員会活動に生かすことを目的とする。 

 

 ２ 千葉県 船橋市 

  『議会ＩＣＴ化の取り組みについて』 

   近年の地方議会では、タブレット端末を導入し、会議の迅速化・効率化の促進及び

文書保存や管理の効率化を図っている自治体が多く見受けられるが、本市ではいま

だ紙媒体での運用となっている。このような中で、議会機能の強化と行政効率の向

上を図るため平成３０年から「会議システム・議会通信システム」の２つのシステ

ムを導入し、タブレット端末を全議員及び執行部に配付して運用を開始している船

橋市を視察することにより、今後の委員会活動に生かすことを目的とする。 

 

 ３ 千葉県 習志野市 

  『公共施設再生計画推進事業について』 

   本市においても、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、長期的・戦

略的な資産経営の観点を持った公共施設等のマネジメントを推進し、更新・統廃

合・長寿命化等を計画的に行うことで、財政負担を軽減・平準化するとともに、次

世代への負担を残さない持続可能なまちづくりを目指しているところである。こう

した中、平成２４年には公共施設再生基本方針を策定し、平成２６年には公共施設

再生計画を策定するなど、早くからファシリティマネジメントに取り組まれている

習志野市を視察し、今後の委員会活動に生かすことを目的とする。 
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東 京 都 国 分 寺 市 

                                         

 

１ 視察日時  令和２年２月４日（火） １３：３０～１５：００ 

 

２ 調査事項  『防災まちづくりの取り組みについて』 

 

３ 事業内容（説明内容） 

※別添資料のとおり。 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１  地域防災計画発表会が近ごろ行われたということですが、これは１５地区の方々

が全て発表するのですか。 

Ａ１  基本的には地区防災計画を見直した地区に発表していただきます。発表は計画を

見直した年に１回目を、次に１年後に振り返ってみてどうだったかを発表するの

が２回目となります。発表会ではコーディネーターとして大学教授の方をお呼び

して、その方に司会をしていただきながら、パネルディスカッションなど含め２

時間程度発表していただきました。ちなみに市民の参加者は１４６人でした。 

Ｑ２  ということは、例えば、昭和５６年に作られた一番古い高木町自治会などは何度

も計画を見直して発表をされてきたということか。 

Ａ２  そういうふうに捉えていただいて結構です。一回で終わるものではないので、時

代の背景もあって見直していきます。高木町自治会で有名なのは、自分たちで塀

づくり憲章みたいなものを作って、大谷
お お や

石
いし

のブロック塀を樹木の塀に変えるとい

うことを率先してやっている地区になりまして、市民の人たちの力でアンケート

をやったりして、行政はほんとにお手伝いするという形で、そういう取り組みを

されている地区になります。 

Ｑ３  本市の場合でも自治会のみなさん忙しいんですよ。様々な行事があって色々と大

変で防災だけじゃない仕事をいっぱい抱えてらっしゃるんですけども、そうした

中で地域の防災を継続してずっと次の人へバトンタッチしていってるのは何か

コツがあるのか。 

Ａ３  やはり後輩を育てるとか育成するということが推進地区については大きなテー

マとなっていまして、日頃から意識して普段の活動の中でお誘いをしたりして、

興味を持ってもらったりして、だんだんと引き込んでいくと言いますか。働いて

いる方については無理に言わないで、例えば「退職したら来てよ」みたいに声を

かけながら育成してるっていうのは、聞いたことがあります。なので会長とかが

一本釣りじゃないですが、この人なら大丈夫みたいな方をうまく育成しているよ
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うです。 

Ｑ４  資料に防災まちづくり推進地区のカバー率ということで、面積が４９．１％と書

いてありますが、その他の空白のエリアは積極的に推進できないというような理

由が何かあるのですか。 

Ａ４  例えば地図にある北町地区については、働きかけをして北町防災会というのが去

年の９月１５日に設置されました。ここは市が働きかけをして今から防災推進地

区になろうとしている地区で、これから１年くらいかけて推進地区として目指し

ているところです。あと、ＪＲの国分寺駅の南側がですね、江戸時代から住んで

いるような地主さんたちがいるようなエリアになってまして、ここの人たちは裕

福で自分たちで備蓄品などを入れる倉庫を持っているような方々で、市の世話に

はならないというような感じで、なかなか市が介入して意向通りにやってほしい

というのがあまり通用しないと言いますか、そういうエリアになっております。

今少しづつ話し合いをしながら、推進地区を目指して努力しているようなところ

でございます。 

Ｑ５  町内の役員さんとか非常に仕事が多い中で、この防災まちづくり学校の受講者と

いうのは、そういう日頃から行政と関わっている人たちが促されて受けていると

思うが、この学校の一番のメリット、誇れる部分というのは何なのか。そもそも

防災意識の感覚は、学校で改めて培われるものか。 

Ａ５  学校の受講者は、大学生や主婦の方が半分を占めておりまして、推進地区から言

われて参加したような方は半分もいなくてですね、ほんとに興味があって参加し

たという方がほとんどだと思います。学校を卒業すると市の防災に関する考え方

がある程度わかっていただけるので、その方が地域に戻って地域の防災力を上げ

ようというときに、この学校は基礎的な知識とか興味を持っていただくことのき

っかけになっていると思うので、そういうベースの部分で機能しているのかなと

思ってます。防災まちづくり学校を修了した方が自治会長になっているのが一番

理想なんですけども、そういう地区を増やしていきたいなと考えています。市の

考え方をまず市民レベルで発信する人のキーとなってくれる人がいないと、いき

なり市からものを言っても大体ダメだと思うので、自分たちが防災に関してのイ

ベントをやるので、市も何か協力してくれないかという地区が、うまくいくんじ

ゃないかと思います。 

Ｑ６  防災まちづくり学校の修了者数というのは、御市のうちの約何％程度なのか。 

Ａ６  通算の受講者数は１，８３３人で、修了者数は１，３９１人となります。その中

で現在推進委員として活動しているのは７０６人ですが、これも引っ越しとか高

齢化のためもう活動できないとかで辞退届があって、日々減っています。７０６

名という数字も統計上の数字で、中には高齢の方も多くいるので実働部隊という
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か実際に活動してる数はもっと少ないと思います。この防災まちづくり学校を修

了している人は毎年いますが、推進委員の数は年々横ばいか少しづつ減ってきて

いる現状でございます。 

Ｑ７  防災まちづくり推進地区ができていない地区は、何か要因があるのか。 

Ａ７  やはりキーとなる人材がいるかいないかが重要で、推進地区を目指していたんだ

けどもなかなか継続しないでダメになってしまったとかいうエリアも聞いてい

ます。 

Ｑ８  小中学校が一時避難所になっているが、状況はどうか。 

Ａ８  まず最初に避難するのは校庭となっていまして、職員が建物の安全性を確認でき

たら次に生活の場としては体育館に避難するように考えております。校舎内につ

いては、妊婦など配慮が必要な方の部屋として考えております。市民も教育委員

会も市の防災に対して、協力していただいているのかなと感じております。ただ、

都立高校もあるのですが、そこはなかなか難しくて、そこの施設を使うとなると

協定を結んでしっかりとした区分けをされてしまうので、生徒と一緒に何かやる

というのは、なかなか難しいと感じております。 

Ｑ９  国立市の視察に伺ったときに、今後の課題として「避難所に来る人の数を減らす」

ことが課題だとおっしゃったんですね。これまでは避難所に市民の方々をどうや

って誘導するかが課題だと思って取り組んできたので、こちらも在宅避難を進め

ておられるが、今はこれがトレンドなんですか。 

Ａ９  国がそういう形で進めてると思います。内閣府がＨＰで載せてますし、そういっ

た研修にも参加させていただいてます。避難所のキャパというのは限られてます

ので、在宅避難という形で私たちも取り組んでいるところでございます。国分寺

は津波など水害の危険はあまりないので、地震の被害を想定して在宅避難を進め

ているところです。 

視察の様子 
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千 葉 県 船 橋 市 

                                         

 

１ 視察日時  令和２年２月５日（水） １０：００～１１：３０ 

 

２ 調査事項  『議会ＩＣＴ化の取り組みについて』 

 

３ 事業内容（説明内容） 

※別添資料のとおり。 

 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１  紙を失くすという部分で、コスト削減できる分というのはいくらぐらいになりま

すか。 

Ａ１  この前計算したんですが、ペイしないですね。ペイしないですが結構拮抗するく

らいはいくと思います。今も半分くらいの方にはまだ紙資料を配ってますので、

ほんとに紙資料を失くしてしまえば、たぶん導入費といいところいくと思います。

執行部の方もタブレット導入につられたように、色々な紙資料の配付を取りやめ

たんですね。議案とかは各課にひとつ配布していたものを取りやめようという話

も一緒に進んでしまったので――。当初導入したときに、経費が３０００万かか

るということで、じゃあ紙資料との相対どうなんだという話が出たんですけど、

実は相対しなかったんですよ、色々計算して。紙資料の配付を失くすことでは、

その経費を飲み込めないという話はしてたんですけれども、ですので先ほどもプ

レゼンをしたときに、通常このＩＣＴ化を進めるときには、ペーパーレス化てい

うお話は出てくるんですが、導入経費と削減経費を比較すると全然見合ってない

ので、うちとしては導入するのはあくまでも議員さんが議会活動及び運営上もっ

ともっと充実した審議が出来るようにするための設備というような形で、当初プ

レゼンはさせていただいてます。そうは言ってもやはり紙資料はだいぶ減りまし

たので、見合うコストまではいかないですけども、結構いい勝負にはなるかと思

います。 

Ｑ２  執行部も出来上がった資料をデータ上にアップするだけで済むので、印刷する手

間や配る作業が無いからそういった労力という見えない部分でのコストも削減

されてますよね。 

Ａ２  具体的な配る作業というのは、基本的には無くなるんですね。その配る作業の代

わりにうちの議会の事務局職員ですとか、執行部では総務課が取りまとめしてま

すので、そこの職員のアップロードの作業はあると思います。紙資料の印刷など
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その辺の労力ですとか、それはだいぶ違ってるんだと思います。 

Ｑ３  過去の予算書などは何年ぐらい前まで見れるのですか。 

Ａ３  導入したのが３０年なので、３０年の第１回定例会から見れます。議員から要望

があれば、そこは別に遡って入れることは――容量の問題はありますけども、そ

こは大丈夫だと思います。あと、執行部が予算書についてはＨＰに載せてますの

で、このタブレットではなくてネット経由で見ることは出来ます。 

    今予算書の話が出ましたが、うちがこの大きなサイズのタブレットを導入したの

は、あまり小さいと予算書などが見づらいということで、ちょっと大型の画面の

ものを導入させていただいてます。 

Ｑ４  業者を選定されるときに、何社くらいのプレゼンだったんですか。 

Ａ４  プロポーザルに最終的にきたのは４社でした。 

Ｑ５  私たちが一般質問をする時に個人の資料を全議員もしくは執行部に配るときは、

議長の承認を得て資料を提出させていただくんですが、ここ（タブレット上）に

載せるときも事前に議長の承認は必要ですか。 

Ａ５  それは必要です。そこだけに載せるということもできなくて、やはり掲示する配

付するということと同時並行でそこにも載せます。ただ会議録に関しては議論に

なっているんですけども、現状では会議録の方には（個人的な資料は）載せてな

いです。配付されるときの許可の資料ということで、一応うちのほうでは保存し

てるんですけども、それも永年保存ではないので、会議録にはそこの部分は載っ

てこないですね。 

Ｑ６  導入するに至りまして、あれば便利というレベルでは駄目だと思うので、決定的

にこれをやったおかげで何が変わったというのがありましたら教えていただき

たい。 

Ａ６  議長や議運のメンバーにもよくお話をするんですが、議会改革の話をして、これ

をやると何か表向きに――アウトプット（成果）で何かとか、なかなか議会改革

のものって見えづらいんですよね。ですから他の市なんかだと、ペーパーレス化、

紙のコスト削減というところに行きついちゃうんだと思うんですけど、実際はた

ぶんそこだけじゃないんだと思うんですよね。ですのでうちとしては充実だとか、

抽象的な言葉、あるいは議案の審査に有効だというような言葉で落ち着いてしま

うんですけども、だからといってアウトプットで船橋がこれだけ良くなったてい

うのは、なかなか言いづらいんですけど。 

Ｑ７  このタブレットは持ち出し可能ですか。 

Ａ７  持ち出し持ち帰り可能です。今は議員の方々はこれを持ち出さなくても、実は自

分の手持ちのスマホですとかタブレットも一応このサイドブックスにアクセス

の権限を与えてますので、見ることが出来ます。これ（タブレット）は議会用、
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自宅ではパソコンで見ますと、移動の時は自分のスマホで見ますという使い分け

をしてる方もいらっしゃいます。ですのでセキュリティの関係で個人情報ですと

か、そういうものはこちらのサイドブックスには一切載せないという運用をして

ます。個人情報にあたるものについては、ほんとに手配りでやってます。議案な

んかでもよく１８０条専決の賠償のものですとか、個人名が出てくるとか船橋で

もあるんですけども、そういうものについてはタブレットに載せてるものは基本

的に全部マスキング、ＡとかＢとか仮名でやって、そして手渡しするものの中に

実際のお名前ですとかを書いていると。ですから万が一出ても、一応セーフみた

いな――まあセキュリティはあるんですけども、万が一見られてもそこは個人情

報の部分では大丈夫ですよと。ですので、先ほども申し上げましたが、執行部系

の庁内 LAN システムと議会の LAN システムというのは、もちろん明確に分けます

し、議会系の中には基本的に情報公開請求されたときに出るようなものだけ入っ

ているということになります。 

Ｑ８  議論として先ほど出た５年間で３０００万というのはどうですか。議会全体とす

ればそれは高い安いの議論はどんな雰囲気ですかね。 

Ａ８  うちの場合は、このタブレット１００台入れて議員さんの分と執行部の分を用意

したということですので、そういうものをもしかしたら自前でやれば、うちもた

ぶん３０００万のうちの１千何百万というのは無くなったりするわけですよね。

ですから、どこどこの部分は整備してここは自前でやりましょうかっていう部分

は、議論としてあるのかもしれないです。ただ共通でないといけないのは、サイ

ドブックスとかそういうものを入れて皆さんで見るというそこの機能だけはた

ぶん入れないと出来ないのかなと。あと庁内の通信環境ですよね、全て自前で、

外で通信やるというのはたぶん無いと思うので、通信環境を少なくとも庁内では

整えるとかそういう経費は出てくるんだと思います。 

Ｑ９  こちらのほう（タブレット）に計画物がけっこう全部入ってるみたいなんですけ

ど、本市のほうでは各計画を作ったら議員さんに冊子として配布すると、まあ印

刷経費としても結構かかるんですけど、いま船橋市さんではそちらの配付とかは

やってらっしゃらないんですか。 

Ａ９  紙資料がやっぱり必要だっていう方には、やはりそういう冊子もお渡ししてます。

必要ないって方には一切そこはお渡ししてないです。その割合がいま大体半分半

分です。タブレットの活用が少ない方が冊子を必要とされるというわけではなく

て、ばしばし使うんだけど一画面の中ではちょっとやりづらいから、紙ももらい

つつ、こっちはこっちで専用で使うという方もいらっしゃいますし、中には自前

のタブレットとこちらがお渡ししているタブレットを両方使って、議場でやって

らっしゃる方もいらっしゃいますし、両方のメリットデメリットがあるらしくて。



 - 8 -

携帯を持ち込んでる方もいらっしゃいます。そこまで今は規制していないので。 

Ｑ１０ 本市では各常任委員会開催の時は、書記が１人づつで対応しているが、御市のよ

うにタブレット端末を委員会でも使用するとなると、機械の使い方がよくわから

ない議員さんの補助として、追加で１人２人職員が入る必要が出てくることはな

いか。 

Ａ１０ 現状ですと船橋の場合、常任委員会が１０人なんですね。そして書記が従前から

２人付いています。あともう 1 人委員会中継の操作をする職員がいるので、都合

３名は入ってます。ただタブレットの操作とかそのへんはもう、当初はあったか

もしれないですけど、今はほぼほぼ操作の説明とかは無いですね。 

 

視察の様子 

   

各委員会室や議場に設置してあるアクセスポイント 
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千 葉 県 習 志 野 市 

                                         

 

１ 視察日時  令和２年２月５日（水）  １３：３０～１５：００ 

 

２ 調査事項  『公共施設再生計画推進事業について』 

 

３ 事業内容（説明内容） 

※別添資料のとおり。 

 

４ 主な質疑応答 

 

Ｑ１  市営団地っていうものを、御市でもお持ちなんでしょうけども、戦後例えば住宅

供給の名目でどんどん作られたかと思うんですが、その市営団地の保有量とそれ

から更新の状況と。まあ民間が供給できるようになれば市営団地の需要も減って

くるので、どんどん下がってくるとは思うんですけど、この中にどれくらい変遷

があったのかなと。 

Ａ１  いまグラフをご覧になっていただくと、市営住宅の割合が大体９％弱くらいです

ね。戸数にして５５０戸、習志野市の市営住宅があります。実は習志野市は UR、

昔の住宅・都市整備公団が整備したのが、埋め立てをしたときに整備されていま

す。それが大体１５００戸ぐらい埋立地にありまして、さらに県営住宅も習志野

市内にあるのとさらに大蔵省の官舎等もありまして、そういった集合住宅的には

ですね、市営住宅だけではなくて、そういった国・県あるいは UR の団地で賄う

ということで行っています。それで今回の計画の中では、５５０戸の市営住宅が

対象ということで、御存じだとは思いますけども、国土交通省の所管になってお

りますので、国交省からは市営住宅の長寿命化計画を立てるようにという指示が、

もうかなり前から来ていまして、市としても現在この計画の中には含まれてはい

ますけれども、市営住宅については国土交通省から下りている市営住宅の長寿命

化計画というものを所管課で作って、それに基づいた――基本的には長寿命化、

７０年間使えるような長寿命化改修をしながらですね、現状の維持をしています。

それでいまお話があったとおり、じゃあほんとに市が市営住宅としてこれからも

持ち続ける必要があるのかということがあるんですけれども、長寿命化計画を作

る段階では、ニーズ調査をしまして、現在の５５０戸については７０年間使う間

については長寿命化をしながら使い続けようと、ただもうすでに老朽化がかなり

進んでいますので、もう２０年ぐらいしますと建て替えの時期がきますので、そ
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の段階までには、官民連携を視野に入れた市が持たない形での、公営住宅の役割

を持った住宅政策を維持していこうということの見直しに、少しづつシフトしつ

つあるということでございます。 

Ｑ２  基本方針のポイントで、施設重視から機能優先への発想の転換ということで非常

に参考になりました。そこで確認なんですが、その実績として京成大久保駅周辺

のＰＦＩ事業によって、中央公園内に２つの新たな学習施設を整備するというこ

とで、公民館・図書館・児童館、この跡地が全て都市公園になったというふうに

捉えてよろしいんですか。 

Ａ２  こちらの都市公園につきましては、もともとここにありまして、ここを含めたこ

のエリアに集約をしたという形になりまして、廃止になりますこちらの４施設の

跡地利用については今検討段階ということです。ただ、もう機能停止については

確定しまして、本年度中をもって機能は停止すると。跡地について新たに公共施

設を整備することは考えておりませんで、基本的に資産活用に取り組んでいくと

いうところでございます。一応市の考え方としてあるのが、ここにあるゆうゆう

館というのはちょうど駅から徒歩１５分くらいでバス通りに面していて非常に

整形もいいので、ここはたぶん売却をするということになると、民間から手が上

がるだろうと。ただ、地元からはやはり公共施設として残してほしいという声も

あるので、市はお金を出さないです。ですが、ここを活用する民間事業者のみな

さんが活用の中の一つとして、地元のみなさんが何らかの形で集会などを行える

ような機能も追加した形の中で、開発を進めていただくという条件付きの資産と

いう高額売却を目指したいなというのが、それぞれに決まっています。ただ現実

的にはですね、民間のみなさんの話を聞くと、なかなかその市の条件が付くと、

手が出しづらいということがあって、まだ検討中ということになっています。 

Ｑ３  色々な公共施設を複合化していくうえで、駐車場は不足したりしないのですか。 

Ａ３  ちょっと離れたところからお話させていただきますと、習志野市は２１キロ平方

という非常にコンパクトな市ですので、例えば複合化・統廃合をしたとしても、

距離的にはそんなに遠くはならないんですね。ならないんですけれども、市民の

方からすると、やっぱり今まで歩いて５分で行けてたところが１０分２０分にな

ると遠くなると、ということが言われます。それに対して我々は公共交通、要は

コミュニティバスとかですね、あるいはデマンドタクシーだとかそういったもの

を活用して、足の確保をしようということは検討をしてはいますけれども、それ

は実現できていません。そうなるとやっぱり自分の車で移動したいという気持ち

になって、駐車場の問題が出てくると思いますが、残念ながら習志野市はやっぱ

り非常に狭いので、なかなか公共用地の中に駐車場を整備するというのは非常に

難しいので、その部分の検討はなかなか進んでいません。ただ、今回やった大久
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保地区の再生事業では、ここに市民会館と公民館があって図書館があってこちら

に勤労会館があって、ここが中央公園ということで、それぞれ市の所管課が違う

ので、駐車場がばらばらにあったんですよね。でも今回ＰＦＩ事業として一括で

公園も含めてやるので、駐車場はここに集約して２００台くらい停めれるような

駐車場にして、しかも有料化をするという形でまとめました。だから用地がある

場合については出来るだけそういった形はとっていきたいなとは思いますが、残

念ながら習志野市が地域の拠点としたいと言っている学校施設については、グラ

ウンドもまだまだ狭隘ですので、なかなか駐車場まで手が回らないというのが現

実となってしまっています。 

Ｑ４  実際に統廃合を進める部分で、その建物に対するノスタルジックというか、地域

の方であったり団体の方であったりという方々が、古ければ古いほど非常に思い

入れが強かったり、団体の反発であったり、そういったところで、たぶん現場の

職員さん方はいろんな住民説明会であったり、色々と出向いて行ったりですね。

そういう中でのこれを進めるにあたって、把握されている苦労話と言いますか、

知りえている範囲で結構なんですが、そういうのがあればお聞かせください。 

Ａ４  まさにおっしゃる通りでございます。まずひとつお断りしないといけないのが、

先ほども申し上げましたけれども、習志野市はもともと２０平方キロという非常

にコンパクトな自治体でございます。しかも東京に近いということで人口もまだ

増加していて、あと７年後くらいがピークを迎えていくと。その後の人口の減少

もまだなだらかだというような自治体です。従いまして、具体的に統廃合が極端

に起きるような状況かというとまだまだそんな状況ではないんですね。でもその

中でもやはり総量を圧縮していく、それは一度建物を建てればもう５０年８０年

先まで使えますから、その時の人口を見据えながら考えなきゃいけないというこ

とで、統廃合等も計画の中に織り込んでいくわけですけれども。まず現在動いて

いる６年前の計画を作るときにどれだけ住民説明会・意見交換会をしたのかとい

うところがございます。まず、平成２４年の５月に基本方針を策定いたしまして、

この基本方針に基づいた個別の施設の再編・再配置の計画の素案を２５年の１月

に複数パターン作成しまして、最終的に２６年の３月に完成ということで、約１

年間にわたって住民の皆さんとその素案についての意見交換をさせていただき

ました。この間約７０回ほど、習志野市ではまちづくり会議というのがありまし

て、市内１６の連合町会を単位とする会議があって、そこに市の職員も会議の一

員として入るというまちづくり会議という制度があります。その会議に定期的に

出向いて行って、計画の策定の内容等をお話しすると。それから市民の皆さんか

ら要望があると、出向いて行ってお話しする出前講座、それから各地区の各種団

体との意見交換会、そういったものを約７０回開きまして延べ２５００人に対し
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て実施をいたしました。なぜこういうことをやったのかというと、施設を実際に

使ってらっしゃる市民の皆さんというのは非常に少ないんですね。多くても全体

の大体１割くらい、一つ一つの施設を見ると。なのでなかなか関心が無いんです

ね。でも我々が考えているのは、その使っていない住民の皆さんも施設の維持管

理とか建て替えのためには税金を支払って負担をしているわけですから、やっぱ

り使っていない方にも関心を持ってこの問題を一緒に考えるようにしたいとい

うことがあって、出来るだけ多く説明会を開催したというような形で取り組んで

いました。ですが残念ながらですね、やはり説明会に来る方はどちらかというと

施設を利用していて、将来的ではあるものの廃止とかそういうものには反対だと

いう方が、どちらかというと中心の説明会になっているというのが現状です。 

Ｑ５  そういう反対の方々の御意見を踏まえたところで、何か議会のほうの動きという

のは何かありませんでしたか。 

Ａ５  平成２３年の６月に公共施設調査特別委員会が設置をされまして、この委員会と

いうのは習志野市の議員定数３０人なんですけれど、この調査委員会は１６名で

構成されていて、全ての会派の方が必ず一人は出るような形で運営がされてきま

した。そしてこの公共施設再生計画が出来て、条例が施行されるまで２２回委員

会が開催されて、その中で２つ大きなテーマがあって、１つが大きな問題となっ

ていた庁舎の建て替えと、その他インフラも含めた公共施設の老朽化対策をどう

するのかということで議論いただいて、最終的に条例の施行まで色々と御意見い

ただきながら進んできました。その後ですね、先ほどの大久保地区の再生事業を

進める中で廃止となる施設が周辺にあります。その地元の皆さんからその地元選

出の議員の方に、やっぱり残してほしいということで、請願とか陳情が上がって

きて、議会でも取り上げられましたが、結果として全て不採択ということになり

ました。それはやっぱり地域選出の議員の皆さんも公共施設の老朽化問題が重要

だということを、この２年間にわたって議論を進めてきたということがあるので、

これはその結果できた計画でもあるのでやはり進めなきゃいけないということ

が基本にあるので、不採択になったんですけれども、一方で議員の皆さんからは

我々に対して、地元からこういった反対の声が上がるのはまだまだ説明が足りな

いから、是非地元に行って説明してほしいという要請もあると、我々も一生懸命

行って説明をするというスタンスでおります。今日は議長がご挨拶出来なくて申

し訳なかったんですけど、議長もこういった視察があるときに、「議員として私

の役割の一つは、住民からそういった反対の声が上がってきたところをしっかり

と説明をして、理解をもらうっていうことをやるのが私の議員としての役割で

す」ということを言っていただけるので、非常に我々も一生懸命説明をしなくち

ゃいけないなという気持ちで臨んでいるというのが現状でございます。 
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Ｑ６  公共施設再生計画の第１期が３１年度までで、１期の進捗状況が資料の２１ペー

ジにあるんですが、今ほぼ５割が達成ということで、今後の第２期は見直しの可

能性ありということで、第２期については未達成部分が１３％あるんで見直しを

されるんだろうと思うのですが、そういった場合は、当初２期に予定していた分

はまた先送りという感じに必然的になってしまうのですか。 

Ａ６  先送りできるような習志野市の老朽化ではないので、なかなか先送りは出来ない

んですね。でもそのまま放置してたらどこかで事故が起きるような状況になるの

で、今回の見直しのポイントは長寿命化回収を積極的に入れようということで、

今までは６０年耐用年数ということで６０年経ったら建て替えをということで、

今の計画は作られているのですが、見直しは耐用年数を基本的には７０年、学校

等については８０年、それは長寿命化改修を入れるということで少し時間を、要

はもっと財政状況とか街の開発の動向を見極めるための時間を少し確保しよう

という計画の見直しを今やっていて、２月１５日からパブコメに入ります。ちょ

っと１期の計画に比べると少しトーンダウンしているように見えるのですが、そ

れはトーンダウンではなくて、１期の反省を踏まえて次の計画の見直しに向けた

準備をするための期間をちゃんと確保しようということで、長寿命化を入れて延

ばしているというのが今回の見直しです。 

 

 

視察の様子 

 

   
















































































